加古川市防犯灯の設置及び管理に関する要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（目的）
第１条　この要綱は、加古川市における防犯灯の設置及び管理について必要な事項を定め、夜間における犯罪の防止と通行の安全確保を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）道路等　道路法（昭和27年法律第180号）第２条に規定される道路及び、加古川市が管理する法定外公共物のうち、通行の用に供する施設をいう。
（２）電柱　電力会社または通信事業者等の所有する電柱をいう。
（３）ポール柱　市が設置する鋼管ポール柱をいう。
（４）町内会等　町内会、自治会その他周辺住民で構成された組合等の団体をいう。
（設置基準）
第３条　市が設置及び管理する防犯灯は、道路等に設置するものとし、その基準は、おおむね次のとおりとする。
（１）　通学路
（２）　道路等が曲折し、見通しの悪い場所
（３）　池、河川、橋梁、トンネル、道路等の交差点、横断歩道等があり、通行上危険と認められる場所
（４）　学校、公民館、公園、バス停留所その他公共施設等のある付近
（５）　その他市長が防犯上特に必要があると認めた公共の場所
２　前項に掲げるもののほか、町内会等が防犯上特に必要があると認めた場所であって、個人等が所有する土地に建柱された電柱等に防犯灯を設置する場合は、市が器具を設置するものとし、当該防犯灯に係る管理に要する費用は、申請した町内会等が負担する。
（防犯灯の設置間隔、器具及び設置方法）
第４条　防犯灯の設置間隔、器具及び設置方法は、次のとおりとする。
（１）設置間隔は原則として60メートル毎に１灯とし、10ＶＡ未満の白色系ＬＥＤを光源とする照明器具を用いることとする。
（２）設置方法は、原則として電柱に添架することとし、必要に応じ、ポール柱等に設置することができる。
（３）その他、市長が防犯上特に必要があると認めた場所については、この限りではない。
（設置の申請等）
第５条　防犯灯の設置を申請しようとする町内会等の代表者（以下「申請者」という。）は、防犯灯設置申請書に次の事項を記載し、隣接土地所有者等の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。
（１）町内会等の代表者の住所及び氏名
（２）申請理由
（３）設置場所及び電柱番号（電柱がない場合を除く。）
（４）付近見取図
２　前項の規定により申請書の提出があった場合、市は現地調査のうえ、設置についての可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
（維持管理）
第６条　市は、市が管理する防犯灯施設に「防犯灯標識」を貼付し、常時良好な状態で管理しなければならない。
２　市は、市が管理する防犯灯施設の故障等を発見したとき、又は通報により故障を知ったときは、速やかに修理しなければならない。
（台帳等の整備）
第７条　市は、市が管理する防犯灯の適正な管理を行うため、防犯灯管理台帳を整備しなければならない。
（開発区域における防犯灯の設置）
第８条　第３条の規定にかかわらず、開発行為により開発された区域については、開発行為者が防犯灯を設置するものとする。
２　前項の規定により設置した防犯灯の管理については、管理者に引き継ぐまでは開発行為者が行うものとする。
（所管替）
第９条　市は、管理上必要があると認めたときは、市が管理する防犯灯と町内会等が管理する防犯灯を相互に所管替することができる。
（補則）
第10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
　　　附　則
　この要綱は、昭和61年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成９年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、令和７年10月１日から施行する。
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